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平
成
26
年
分
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
の
確
定
申
告
の
相
談
、
申
告

書
の
受
付
は
３
月
16
日
㈪
ま
で
、
個
人

事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の

確
定
申
告
は
、
３
月
31
日
㈫
が
申
告
・

納
付
の
期
限
で
す
。

１
秩
父
税
務
署
☎
22

－

４
４
３
３

（
自
動
音
声
案
内
２
番
）

　

市
・
県
民
税
の
申
告
期
限
日
が
近
づ
き
ま
し
た
。

申
告
を
し
て
い
な
い
方
は
、必
ず
期
限
内
に
印
鑑
・

源
泉
徴
収
票
・
各
種
支
払
証
明
書
等
を
ご
持
参
の

う
え
、
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

（
申
告
会
場
お
よ
び
受
付
時
間
等
は
、
市
報
１
月

号
５
ペ
ー
ジ
参
照
）

１
市
民
税
課
市
民
税
担
当 

☎
22

－

２
２
０
９

　

 

吉
田
・
大
滝
・
荒
川
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
税

務
担
当

　
　

吉
田
☎
77

－

１
１
１
３

　
　

大
滝
☎
55

－

０
１
０
１

　
　

荒
川
☎
54

－

２
１
１
５

　在宅重度心身障がい者自動車等燃料費補助金
対　象　市内在住で、本人または同居かつ同一生計の親族所有の自動車
等を自ら運転している、次のいずれかに該当する方
①身体障害者手帳１級、２級、３級をお持ちの方
② 身体障害者手帳１級、２級、３級を所持する視覚障がい者と同居し同
一生計で、移動支援を行っている方　　　
③療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂをお持ちの方
④ 療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂを所持する知的障がい者と同居し同一生計で、移
動支援を行っている方
⑤精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方
※ 秩父市福祉タクシー利用券、難病患者通院交通費補助金を交付されて
いる方は除く。
補助額　使用燃料１ℓにつき50円（１か月の補助対象限度量：自動車30
ℓ、バイク10ℓ）
請求期間　前期分（３月～８月）は９月10日㈭まで、後期分（９月～平成
28年２月）は平成28年３月10日㈭までに申請してください。
申請方法　新規申請の方は次の書類を持って窓口へお越しください。
①各種障害者手帳、②運転免許証、③自動車検査証または標識交付証明
書、④印鑑
※補助金の受給資格は、認定された月から発生します。

１障がい者福祉課☎２７－７３３１
　吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
　吉田☎７２－６０８２ 大滝☎５５－０８６５ 荒川☎５４－２１１６

　福祉タクシー利用券
対　象　①身体障害者手帳１級～３級をお持ちの方、②療育手帳Ⓐ、Ａ、
Ｂをお持ちの方、③精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方
※自動車等燃料費補助金を受けている方は除きます。
交付枚数　１年度24枚（タクシー利用時に手帳とともに提示。１回につき
１枚使用でき、初乗り基本料金を補助）
申込受付　４月１日㈬から
　手帳と印鑑を持って障がい者福祉課または吉田・大滝・荒川総合支所
市民福祉課までお越しください。
※ ４月１日以降、平成26年度分の利用券は使用できませんので、残券は
お返しください。

秩父税務署からの
お知らせ

確
定
申
告
と
納
税
は

正
し
く
お
早
目
に
！

市
・
県
民
税
の
申
告

３
／
16
㈪
ま
で

介護予防で
いつまでも
ハツラツと

介護予防で
いつまでも
ハツラツと

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
高

齢
者
の
方
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
元
気

に
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
に
と
、
介
護

予
防
教
室
「
い
っ
て
ん
べ
え
」
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
近
く
の
公
会
堂
な
ど
自

分
で
歩
い
て
行
け
る
所
に
集
ま
り
、
体

操
や
合
唱
な
ど
を
行
い
な
が
ら
楽
し
く

過
ご
す
内
容
で
、
今
年
度
は
小
柱
・
取

方
桜
井
・
上
田
野
の
３
町
会
で
行
い
ま

し
た
。

内
　
容

① 

運
動
指
導
士
指
導
の
も
と
に
み
ん
な

で
行
う
体
操

②
音
楽
講
師
の
指
導
に
よ
る
合
唱

③ 

保
健
師
に
よ
る
ミ
ニ
講
話
、（
テ
ー
マ

「
高
齢
期
に
多
い

肺
炎
に
つ
い
て
」）

参
加
者
か
ら
の
声

（
感
想
）

・ 

会
場
ま
で
歩
い

て
行
け
た
の
で
、

毎
週
参
加
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

・
町
会
役
員
の
方
と
一
緒
に
会
場
準
備

を
行
っ
て
、
自
分
に
も
で
き
る
事
が

あ
り
自
信
に
な
っ
た
。

・
紹
介
さ
れ
た
体
操
は
コ
タ
ツ
に
あ

た
っ
て
い
て
も
で
き
る
の
で
毎
日

行
っ
て
い
る
。

・
な
つ
か
し
い
童
謡
・
唱
歌
を
歌
う
こ

と
で
、
昔
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

　　

こ
の
よ
う
に
、
運
動
す
る
こ
と
で
身

体
機
能
が
向
上
し
た
り
、
歌
を
歌
っ
て

昔
の
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
で
脳
が
活

性
化
し
、
認
知
症
の
予
防
に
つ
な
が
っ

た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
効
果
が
期
待
で
き

ま
す
。
ま
た
、
外
出
す
る
こ
と
で
閉
じ

こ
も
り
予
防
に
も
な
り
ま
す
。

　

介
護
予
防
教
室
「
い
っ
て
ん
べ
え
」

の
開
催
は
、
町
会
や
民
生
委
員
・
長
寿

ク
ラ
ブ
等
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が

ら
、
高
齢
者
の
方
が
継
続
的
に
通
う
場

と
な
る
も
の
で
す
。
住
み
慣
れ
た
地
域

の
皆
さ
ん
同
士
の
つ
な
が
り
を
強
く

し
、
高
齢
者
が
元
気
に
な
る
地
域
づ
く

り
を
考
え
て
い
ま
す
。

　

以
前
は
、
毎
日
何
人
か
で
集
ま
っ
て

お
茶
を
飲
み
な
が
ら
お
し
ゃ
べ
り
し
て

い
た
の
に
、
い
つ
の
間
に
か
で
き
な
く

な
り
、
行
く
所
が
な
く
な
っ
て
つ
ま
ら

な
い
、
と
い
う
声
を
よ
く
聞
き
ま
す
。

　

開
催
の
希
望
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

秩
父
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

秩
父
☎
22

－

２
５
８
２

　

吉
田
☎
77

－

１
１
３
４

　

大
滝
・
荒
川
☎
53

－

１
０
１
４

たばこのポイ捨て・歩きたばこは止めましょう！
たばこは喫煙所で！　携帯灰皿といっしょにマナーと良心を携帯しましょう


